＊専用しない声明の審査要点

2000年12月28日(89)智商980字第89500073号公告

2004年4月28日経済部経授智字第0932003036-0号令修正発布　

2004年5月1日施行

1、 商標法を審査する為（以下略称本法）第19条規定の出願者が専用しない声明をする部分を、本要点にて特に取り決める。

2、 商標図案全体が識別性を持ち合わせていて、その図案の中に説明性の文字或いは図形を含んでいるもの、或いは識別性を備えていない文字或いは図形を含んでいるものは、該当部分のため登録を許可されない結果になる、或いは、登録後、該当の部分が単独で権利を主張することにより争議を生むことを避ける為、出願人の、該当部分は商標図案と分けて単独で専用を請求しない声明を経て、本要点によりこれを審査することができる。

3、 商標図案全体が説明性のもの、或いは識別性を備えていないものは、専用しないことを声明する規定を適用しない。

4、 商標図案全体が既に本法第23条第4項の規定に符合するものは、その中に説明性の文字或いは図形を含むこと、或いは識別性を備えていない文字或いは図形を含むことにより、専用しない声明をするには及ばない。

（本法第23条第4項　商品または包装の立体形状が、その効能性を発揮するために必要であるもの。）
例えば：
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一、カード、書籍、地図、定期刊行物、出版物、雑誌などの商品に使用を指定。
二、手提げ袋、リュック、札入れ、トランク、旅行かばんなどの商品に使用を指定。

５、商標図案中に、下の列のような説明性の部分を含むもの、或いは識別性を備えていない部分を含むものは、出願人の専用しない声明を経て、審査を行うことができる。

（1） 商品或いは役務の通用名称

例えば：
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一、豆花商品に使用を指定。図案中の「豆花」を専用しない

二、フルーツゼリー、ティーゼリー、コーヒーゼリーなどの商品に使用を指定。図案中の「TEA&FOOD」は専用しないことを声明するべきである。

三、置時計、腕時計、腕時計のベルトなどに使用を指定。図案の中の「WATCH」は専用しないことを声明すべきである。

四、ポンプ、電力システム、真空システム、水汲み取り機などの商品に使用を指定。図案中の「PUMP」は専用しないことを声明すべきである。

（2） 説明性文字或いは図形

　例えば：
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2、 漢方薬・薬品に使用を指定：図案中「健康加倍、活力１００（健康が倍にする、活力を１００にする）」は専用しないことを声明すべきである

3、 常に細かく繊細なぴったり張り付く人工革商品に使用を指定、図案中の「SUPER　MICRO　FIBER」は専用しないことを声明すべきである。

三、薬品、薬剤などに使用を指定、図案中の「カプセルの円形」専用しないことを声明するべきである。

四、チョコレートビスケット、チョコレートバー商品に使用を指定、「CHOCOLATE」、

「The　Super　Snack」は専用しないことを声明すべきである。

（３）、地理或いは産地に関連する説明性文字或いは図形。

例えば：
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一、植木鉢、花器陶器製装飾品などの商品に使用を指定。図案中「旗津窯」は専用しないことを声明すべきである。

二、アヒルの卵の商品に使用を指定。図案中の「四重渓」「紅仁鴨蛋」は専用しないことを声明すべきである。

4、 皿、椀、ナイフなどの商品に使用を指定、図案中「MANCHESTER」は専用しないことを声明するべきである。

5、 シャンプーやリンスなどの商品に使用を指定、図案中の「Natural」「アフリカの輪郭」は専用しないことを声明するべきである。

（４）その他、商品或いは役務の出所の文字或いは図形の出所を表彰するに足りないもの。
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一、「Corporation」「Dynamic　innovation　since　1880」は専用しないことを声明すべきである。

二、医療補助栄養製剤商品に使用を指定、図案中の「Your　Health　We　Care」は専用しないことを声明するべきである。

三、ヒジリダケカプセル等の商品に使用を指定、「INTERNATIONAL　CHINESE　NATURAL　FOOD」は専用しないことを説明すべきである。

四、コップ、皿などの商品に使用を指定、図案中「１６００３１９２及びバーコードの図形」は専用しないことを声明すべきである。

６、説明性の文字、或いは識別性を備えていない文字とその他の文字がお互い結合しているもの、或いは全体の文字が双方に関係する言葉の用法を備えていて、分割できない印象並びに識別性を呈しているものは、該当部分に於いて、専用しないことを声明すべきではない。

例えば：
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1、 コンピューター本体、高速LAN　SVGAカード、CD－R、などの商品に使用を指定する。

2、 洗濯用粉末洗剤、染み取り剤、清潔漂白剤などの商品に指定を使用する。
　
７、商標図案が説明性の文字、或いは識別性を備えていない文字の組み合わせで成っていて、その全体文字が独特の設計を経ているもの、或いは特殊の配列をなしているもの、或いは間違った語法を使っている（発音記号の間違い、或いは字の間違いを含む）ことにより識別性を備えているものは、デザインしていない文字、或いは正確な文字、或いは文章の意味の部分は、やはり専用しないことを声明するべきである。

　例えば：

[image: image20.jpg]WEEARHH - CREY
B CMARSREALR
Bkt CRIERI N gane
station | &AL -





 INCLUDEPICTURE "http://www.tipo.gov.tw/image/trademark/22.jpg" \* MERGEFORMATINET [image: image21.jpg]DiGitAL
WonrLd

EMM L AR
PSR VLT PET TR |
&P TRBHIH Digital
World; BRAF SR





 INCLUDEPICTURE "http://www.tipo.gov.tw/image/trademark/23.jpg" \* MERGEFORMATINET [image: image22.jpg]BT RAE E
AR A o EAk P Bedding
ollations , # & & # &
"Bedding Col lections | & #

LER ]





 INCLUDEPICTURE "http://www.tipo.gov.tw/image/trademark/24.jpg" \* MERGEFORMATINET [image: image23.jpg]Bnr(cgoli
dce@
,
LEES R E AR TS )

a2 BIkE T ARRY
Bagel , BRVAEM -




1、 磁気ディスク、テレビ娯楽器、コンピューター娯楽器用システムカセットに使用を指定。図案中の「デザインされていないgear　station」は専用しないことを声明すべきである。

2、 デジタル映像音楽CDデッキ、デジタルカメラ等の商品に使用を指定。図案中の「デザインされていないDigital」は専用しないことを声明すべきである。
3、 布団、布団カバー、枕カバー、枕などの商品に使用を指定。図案中の「Bedding　Collations」は専用しないことを声明するべきである。

4、 ビスケット、パンなどの商品に使用を指定する、図案中の「デザインされていない「Bagel」は専用しないことを声明するべきである。

８、商標図案の中の外国語で、中文の文の意味を基本とした場合、文の意味が説明性を備えているもの、或いは識別性を備えていないものは、やはり該当の外国語は専用しないことを声明すべきである。
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1、 海苔、海苔のふりかけ、海苔の佃煮の商品に使用を指定、図案中の、日本語の「のり」は専用しないことを声明するべきである。

2、 化粧品、口紅、アイシャドー及びチークなどの商品に使用を指定、「フランス語のROUGE（色の有る美容用品の意味）」
９、商標図案中の商品或いは役務の名称が、本要点による専用しない声明を規定した後に、もし該当図案が使用を指定しているその他の商品或いは役務に於いて、本法第２３条第１１号規定の事情があるものは、該当その他の商品或いは役務の削除を通知するべきである。

（ 商標法第23条 第11号. その商品または役務の性質・品質あるいは産地を公衆に誤認・誤信させるおそれのあるもの。）

例えば：
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一、山羊乳、牛乳の商品に使用を指定、図案中の「羊乳」は専用しないことを声明するべきで、並びに牛乳商品を削除するべきである。

１０、商標図案中の説明性である、或いは識別性を備えない文字或いは図形を専用しない声明を経て登録を許可されたもので、後から該当文字或いは図形が使用と交易上のため、既に営業上の商品或いは識別の標識と成ったものは、関連する証明の文献を添え、本法第２３条第4項規定により登録を出願しなければならない。

１１、図案の有る部分を専用しないと声明している商標は、他人の商標図案と同じ或いは近似しているかの審査に於いて、やはり全体図案を基準としなければならない。

１２、本要点の専用しない声明に関係の有る規定は、団体標章、証明標章及び団体商標において、性質によってはこれを準用する。

